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■条例改正のイメージ  
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■改正条例の要点２の内容 

  化学物質に対する県民の理解を深めるため普及啓発
について、県の努力義務を規定。 

 啓発イベント例 

  ぐんまウオーターフェア（平成24年7月27～29日） 

  環境フェスティバル（平成24年11月3日） 
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■条例の対象となる化学物質（特定指定物質） 

 水道水への影響が大きい化学物質として「水道水質基準」があり、
水質汚濁防止法の指定物質でもある１１物質を選定。 
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■条例の対象となる化学物質（特定指定物質） 
 

    ①ホルムアルデヒド 

    ②クロロホルム 

    ③アルミニウム及びその化合物 

    ④塩素酸及びその塩 

    ⑤臭素酸及びその塩 

    ⑥マンガン及びその化合物 

    ⑦鉄及びその化合物 

    ⑧銅及びその化合物 

    ⑨亜鉛及びその化合物 

    ⑩フェノール類及びその塩類 

    ⑪ヘキサメチレンテトラミン 
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■条例の対象となる事業者の要件 

             （特定指定物質取扱事業者） 
 

（１）特定指定物質のいづれかについて、工場・事業場にお
いて年間５００キログラム以上の取り扱い（製造・貯蔵・使
用・処理）があること。 

 

（２）工場・事業場において、施設の破損その他の事故が発
生した場合、特定指定物質を含む水が公共用水域に排
出されるおそれがあること。 

 


